
１ 

令和２年田原市議会第３回定例会提出議案等 

告示 令和２年８月２０日  議会 令和２年８月３１日 

議案 

番号 
議 案 名 担当課 備        考 

77 

教育委員会委員の任命

について 

人事課 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4

条第2項の規定により、教育委員会委員の任命に

ついて議会の同意を求めるもの 

住  所 田原市西神戸町清水9番地5 

氏  名 金 田 真 也 

生年月日 昭和46年6月13日 

78 

田原市職員の給与に関

する条例の一部を改正

する条例について 

人事課  人事院規則の改正に準じ、新型コロナウイルス

感染症対策業務に関する防疫作業について特殊

勤務手当の特例を定めるため、所要の改正を行う

もの 

 施行期日は、公布の日。適用日は、令和2年1

月27日 

79 

田原市市立学校設置条

例の一部を改正する条

例について 

教育総務課 令和3年4月1日に泉中学校が赤羽根中学校と統

合するため、所要の改正を行うもの 

施行期日は、令和3年4月1日 

80 

田原市斎場の設置及び

管理に関する条例の一

部を改正する条例につ

いて 

環境政策課  渥美斎場及びペット火葬場を田原斎場に施設

統合するため、所要の改正を行うもの 

 また、附則において、田原市ペット火葬場の設

置及び管理に関する条例の廃止及び田原市使用

料及び手数料条例の一部改正を行うもの 

 施行期日は、規則で定める日 

81 

田原市印鑑条例の一部

を改正する条例につい

て 

市民課 コンビニエンスストア等に設置される多機能

端末機にて個人番号カードを利用した印鑑登録

証明書の交付を開始するため、所要の改正を行う

もの 

また、附則において、田原市使用料及び手数料

条例の一部改正を行うもの 

 施行期日は、規則で定める日 

82 

田原市市営住宅の設置

及び管理に関する条例

の一部を改正する条例

について 

建築課  高木住宅を廃止するため、所要の改正を行うも

の 

 施行期日は、規則で定める日 

83 

令和2年度田原市一般

会計補正予算（第5号） 

財政課 歳入歳出予算 

補正前 36,902,946 千円 

補正額   204,471 千円 

補正後 37,107,417 千円 

繰越明許費（1項目） 

債務負担行為の補正（3項目） 
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84 

令和2年度田原市国民

健康保険特別会計補正

予算（第2号） 

保険年金課 歳入歳出予算 

補正前 8,211,617 千円 

補正額   30,000 千円 

補正後 8,241,617 千円 

85 

令和2年度田原市後期

高齢者医療特別会計補

正予算（第1号） 

保険年金課 歳入歳出予算 

 補正前 889,316 千円 

 補正額   3,000 千円 

 補正後 892,316 千円  

86 

令和2年度田原市下水

道事業会計補正予算

（第1号） 

下水道課 収益的収入及び支出の予定額 

下水道事業収益 補正前 2,855,952 千円 

補正額     9,000 千円 

補正後 2,864,952 千円 

下水道事業費用 補正前 2,785,010 千円 

補正額     19,900 千円 

補正後 2,804,910 千円 

資本的収入及び支出の予定額 

資本的収入   補正前  865,482 千円 

補正額      1,900 千円 

         補正後  867,382 千円 

企業債の補正（1項目） 

87 

令和元年度田原市一般

会計歳入歳出決算認定

について 

財政課 地方自治法第233条第3項の規定に基づき議会

の認定に付するもの 

歳入歳出決算 歳入 31,367,352,653 円 

歳出 30,173,354,711 円 

88 

令和元年度田原市国民

健康保険特別会計歳入

歳出決算認定について 

保険年金課 地方自治法第233条第3項の規定に基づき議会

の認定に付するもの 

歳入歳出決算 歳入 7,970,453,821 円 

      歳出 7,894,131,018 円 

89 

令和元年度田原市公共

下水道事業特別会計歳

入歳出決算認定につい

て 

下水道課 地方自治法第233条第3項の規定に基づき議会

の認定に付するもの 

歳入歳出決算 歳入 1,671,316,700 円 

       歳出 1,555,579,797 円 

※令和2年4月1日から地方公営企業法の適用に伴

う打切決算 

90 

令和元年度田原市農業

集落排水事業特別会計

歳入歳出決算認定につ

いて 

下水道課 地方自治法第233条第3項の規定に基づき議会

の認定に付するもの 

歳入歳出決算 歳入 760,640,689 円 

       歳出 663,646,695 円 

※令和2年4月1日から地方公営企業法の適用に伴

う打切決算 

91 

令和元年度田原市田原

福祉専門学校特別会計

歳入歳出決算認定につ

いて 

田原福祉専

門学校 

地方自治法第233条第3項の規定に基づき議会

の認定に付するもの 

歳入歳出決算 歳入 96,660,515 円 

      歳出 96,652,595 円 



３ 

 

報告 

番号 件   名 担当課 備        考 

12 

地方公共団体の財政の

健全化に関する法律に

基づく健全化判断比率

について 

財政課 地方公共団体の財政の健全化に関する法律

第3条第1項の規定により、報告するもの 

 実質赤字比率、連結実質赤字比率:なし 

実質公債費比率:5.5％ 将来負担比率:なし 

13 

地方公共団体の財政の

健全化に関する法律に

基づく資金不足比率に

ついて 

財政課 地方公共団体の財政の健全化に関する法律

第22条第1項の規定により、報告するもの 

資金不足比率:なし 

 

議案数 17件 

人事案件 1件 
条例 5件 

一部改正 5件 
単行 0件 

予算 4件 

補正予算 4件 

決算 7件 

報告 2件 

92 

令和元年度田原市後期

高齢者医療特別会計歳

入歳出決算認定につい

て 

保険年金課 地方自治法第233条第3項の規定に基づき議会

の認定に付するもの 

歳入歳出決算 歳入 793,874,526 円 

      歳出 791,583,045 円 

93 

令和元年度田原市水道

事業会計利益の処分及

び決算認定について 

水道課 利益処分について、地方公営企業法第32条第2

項の規定に基づき議会の議決に付するもの。ま

た、同法第30条第4項の規定に基づき決算を議会

の認定に付するもの 

収益的収入及び支出 収入 1,270,733,101 円 

          支出 1,213,351,370 円 

資本的収入及び支出 収入  261,900,925 円 

          支出   565,992,607 円 


